
 

◇ 緑化に応じた割増容積率の設定（増減）のイメージ 

○ 緑化率に応じた割増容積率の増減 ○ 地域に応じた割増容積率の増減率の上限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 緑化率に応じた割増容積率の増減率の限度 ○ 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 緑化率に応じた割増容積率の設定（増減）を行う場合にあっても、各地域ごとに定められている割増

容積率の上限を超えることはできない。 

 

緑化による
割増容積率

空地等による
割増容積率

基準容積率

住宅による
割増容積率

空地等による
割増容積率

減り

張り

屋上緑化等
・屋上緑化
・地上部の空地
  の緑化

空地の緑化
緑化推進エリア  　緑化率３０％　⇒ 　 緑化基準値３５％ 　⇒  　　　　　４５％

　　　　　　　　　　　　　　　　（40%）　　　　　　（50％）
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＋7%（現行の容積率）
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　緑化率（％）

±０％

35％ 45％ 49％

40％ 50％ 54％

その他の制度：

再開発等促進区:

－５％

30％

30％

減り

張り

緑化推進

エリア

緑化率に応じて 

空地等による割増容積率を 

増減させる。 

緑化基準値 

 

緑化誘導値 

○「緑化率」が「緑化基準値」を

超える計画は増 

○「緑化率」が「緑化基準値」に

満たない計画は減 

 

「緑化推進エリア」においては、

＋７％を上限として増 

（資料―５） 


